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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信を行う第１通信部と、
　前記第１通信部と異なる種類の無線通信を行う第２通信部と、
　前記第１通信部と前記第２通信部とを制御する制御部と、
　を備える携帯型電子装置であって、
　前記制御部は、
　この携帯型電子装置の電源がオンされると、前記第１通信部が無線通信を開始するため
の初期化処理を前記第１通信部に実行させ、次に、前記第２通信部が無線通信を開始する
ための初期化処理を前記第２通信部に実行させ、
　前記第１通信部の初期化処理の完了後、該第１通信部を無線通信可能である待受状態に
移行するための待受移行処理を該第１通信部に実行させ、
　前記第２通信部の初期化処理の完了後、該第２通信部を無線通信を休止している休止状
態に移行するための休止移行処理を該第２通信部に実行させ、
　前記第２通信部に初期化処理を実行させるときに前記第１通信部が待受状態にある場合
、前記第２通信部による初期化処理が完了するまで前記第１通信部の通信を停止させる、
　ことを特徴とする携帯型電子装置。
【請求項２】
　無線通信を行う第１通信部と、
　前記第１通信部と異なる種類の無線通信を行う第２通信部と、
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　前記第１通信部と前記第２通信部とを制御する制御部と、
　を備える携帯型電子装置の前記制御部に、
　この携帯型電子装置の電源がオンされると、前記第１通信部が無線通信を開始するため
の初期化処理を前記第１通信部に実行させ、次に、前記第２通信部が無線通信を開始する
ための初期化処理を前記第２通信部に実行させるステップと、
　前記第１通信部の初期化処理の完了後、該第１通信部を無線通信可能である待受状態に
移行するための待受移行処理を該第１通信部に実行させるステップと、
　前記第２通信部の初期化処理の完了後、該第２通信部を無線通信を休止している休止状
態に移行するための休止移行処理を該第２通信部に実行させるステップと、
　前記第２通信部に初期化処理を実行させるときに前記第１通信部が待受状態にある場合
、前記第２通信部による初期化処理が完了するまで前記第１通信部の通信を停止させるス
テップと、
　を実行させるプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数の無線通信部を備える携帯型電子装置、コンピュータを携帯型電子装置
として機能させるプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　複数の種類、例えば、複数の無線通信方式や複数の周波数帯を使用して、無線により通
信できる携帯型電子装置が存在する。
　このタイプの携帯型電子装置としては、例えば、ＰＤＣ（Personal Digital Cellular
）方式とＰＨＳ（Personal Handyphone System）方式とを使用するもの、Ｗ－ＣＤＭＡ（
Wideband Code Division Multiple Access）方式と無線ＬＡＮ（Wireless Local Area Ne
twork）通信方式とを使用するもの、通信方式は同じであるが８００ＭＨｚ帯と２ＧＨｚ
帯とを使用するもの、等が存在する。
【０００３】
　携帯型電子装置が公衆回線網に接続する機能だけでなく無線ＬＡＮ通信などの様々な機
能を備えるにつれて、消費電力が大きくなるという問題がある。一方で、携帯型電子装置
の場合は、小型及び軽量で且つ無充電で長時間使用できることが望まれており、消費電力
を抑える必要がある。
【０００４】
　消費電力を抑制するために、複数の無線通信方式に対応する通信装置を選択的に使用し
て無線通信を行う方法が特許文献１に開示されている。この方法では、選択された通信装
置のみに電力を供給して、それ以外の通信装置への電力の供給を停止する。
【特許文献１】特開２００１－１０２９９７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１に開示された方法では、不使用の状態にある通信装置を選択して通信する場
合、この通信装置を起動及び初期化してから通信を開始する必要がある。このため、通信
を開始するまでの時間が長いという問題がある。
【０００６】
　本発明は、上記問題点に鑑みてなされたものであり、消費電力を抑えつつ、通信開始ま
での時間を短くすることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するため、本発明の第１の観点に係る携帯型電子装置は、
　無線通信を行う第１通信部と、
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　前記第１通信部と異なる種類の無線通信を行う第２通信部と、
　前記第１通信部と前記第２通信部とを制御する制御部と、
　を備える携帯型電子装置であって、
　前記制御部は、
　この携帯型電子装置の電源がオンされると、前記第１通信部が無線通信を開始するため
の初期化処理を前記第１通信部に実行させ、次に、前記第２通信部が無線通信を開始する
ための初期化処理を前記第２通信部に実行させ、
　前記第１通信部の初期化処理の完了後、該第１通信部を無線通信可能である待受状態に
移行するための待受移行処理を該第１通信部に実行させ、
　前記第２通信部の初期化処理の完了後、該第２通信部を無線通信を休止している休止状
態に移行するための休止移行処理を該第２通信部に実行させ、
　前記第２通信部に初期化処理を実行させるときに前記第１通信部が待受状態にある場合
、前記第２通信部による初期化処理が完了するまで前記第１通信部の通信を停止させる、
　ことを特徴とする。
【０００８】
　また、上記課題を解決するため、本発明の第２の観点に係るプログラムは、コンピュー
タに対して本発明の主要機能を実行させる。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、携帯型電子装置が備える無線通信部が通信を開始するための初期化処
理を予め実行しておくことにより、無線通信部を使用可能な状態とするまでの処理時間を
短縮できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
（実施形態１）
　以下、図１乃至１５を参照して、本発明の実施形態１に係る携帯型電子装置を説明する
。実施形態１は、本発明の携帯型電子装置を携帯電話装置１に適用した例である。
【００１１】
　先ず、実施形態１に係る携帯電話装置１の構成を説明する。
　携帯電話装置１は、図１に示すように、制御部１１、記憶部１２、携帯電話通信部１３
、無線ＬＡＮ通信部１４、電源部１５、入力部１６、表示部１７、音声入出力部１８、バ
ス１９、を備える。
【００１２】
　制御部１１は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）等から構成され、記憶部１２に格
納された動作プログラムに従って、携帯電話装置１全体を制御する。例えば、制御部１１
は、電源部１５に指示を与え、携帯電話通信部１３及び無線ＬＡＮ通信部１４の動作状態
に応じた電力を供給させる。
【００１３】
　また、制御部１１は、携帯電話通信部１３及び無線ＬＡＮ通信部１４の動作を個別に制
御する。例えば、制御部１１は、携帯電話装置１の電源投入後、携帯電話通信部１３と無
線ＬＡＮ通信部１４とを、初期化後、予め設定されている動作モードに従って、所望の動
作状態に制御する。
【００１４】
　制御部１１はタイマ部１１１を備える。タイマ部１１１は、例えば、ソフトウェアタイ
マ等から構成され、ある時点からの経過時間を計時して、所定時間が経過したか否かを判
別する。
【００１５】
　記憶部１２は、プログラム、音声データ、映像データ、メールデータ、ウェブデータ、
その他のユーザデータを記憶する。例えば、記憶部１２は、図４～図１３を参照して後述
する処理を制御部１１に実行させるための動作・制御プログラムを記憶する。記憶部１２
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は、ＲＡＭ（Random Access Memory）、ＲＯＭ（Read Only Memory）、等の携帯電話装置
１に内蔵されたメモリ、又は、取り外し可能なメモリカード、フラッシュメモリ等の外部
メモリ、のいずれから構成されていてもよい。
【００１６】
　記憶部１２は、通信方式記憶領域１２１、間欠受信間隔記憶領域１２２、を有する。
　通信方式記憶領域１２１には、携帯電話装置１が使用する通信方式を示す通信方式情報
が記憶されている。通信方式情報は、図３に示すように、携帯電話通信部１３、無線ＬＡ
Ｎ通信部１４を示す情報と、携帯電話通信部１３、無線ＬＡＮ通信部１４により使用可能
な通信方式（携帯電話通信、無線ＬＡＮ通信）を示す情報と、通信方式の使用状態（通信
方式を使用して通信するか否か）を示す情報と、を対応付ける情報である。本実施形態で
は、通信方式情報は、「携帯電話通信を使用、無線ＬＡＮ通信を不使用」、「携帯電話通
信を不使用、無線ＬＡＮ通信を使用」、「携帯電話通信及び無線ＬＡＮ通信の双方を使用
」、のいずれかを示すものとする。
【００１７】
　図１の記憶部１２の間欠受信間隔記憶領域１２２には、無線ＬＡＮ通信部１４に通信動
作を間欠的に実行させるために電源部１５から電力を供給する間隔を示す「間欠受信間隔
Ｔ」が記憶されている。
【００１８】
　携帯電話通信部１３は、ｃｄｍａ２０００（Code Division Multiple Access 2000）、
Ｗ－ＣＤＭＡ、等の携帯電話用通信方式に基づいて、無線基地局（図示せず）との間で、
電話等の音声通話、メール・ウェブ等のデータ通信、を行う。
【００１９】
　無線ＬＡＮ通信部１４は、携帯電話通信部１３とは異なる形態で無線通信を行うもので
あり、例えば、ＩＥＥＥ（the Institute of Electrical and Electronic Engineers）８
０２．１１ｂ規格等の無線ＬＡＮ通信システムを利用して無線によりデータ通信を行う。
【００２０】
　無線ＬＡＮ通信部１４は、連続受信モードと間欠受信モードとを備える。アクセスポイ
ントのビーコンからは、図１４（ａ）に示すように、ビーコンフレームが一定周期（ビー
コン間隔）で送信されている。連続受信モード（Activeモード）では、無線ＬＡＮ通信部
１４は、図１４（ｂ）に示すように、連続的にオンし、ビーコンフレームを連続的に受信
する。一方、間欠受信モード（省電力モード；Power Saveモード）では、無線ＬＡＮ通信
部１４は、間欠受信間隔記憶領域１２２に記憶されている間欠受信間隔Ｔに基づいて、図
１４（ｃ）に示すように、間欠受信間隔Ｔ周期で間欠的にオンし、間欠的にビーコンフレ
ームを受信する。
【００２１】
　なお、無線ＬＡＮ通信における間欠受信間隔は、アクセスポイントが送信するビーコン
フレームの送信間隔（Beacon Interval）、受信するビーコンの間隔を示すパラメータ（L
isten Interval）、ＤＴＩＭ（Delivery Traffic Indication Message）と呼ばれるビー
コンフレームを全て受信するか否かを示す情報（Receive DTIMs）により定まる。図１４
（ｃ）の例では、１つの間欠受信間隔Ｔで、受信するビーコンの間隔を示すパラメータ（
Listen Interval）は１０である。
【００２２】
　無線ＬＡＮ通信部１４は、間欠受信モードにあるときに無線ＬＡＮ通信の実行が要求さ
れた場合、制御部１１の指示に従って、その動作状態を間欠受信モードから連続受信モー
ドに変更する。
【００２３】
　また、無線ＬＡＮ通信部１４は、無線ＬＡＮ通信の終了後、タイマ部１１１を起動して
時間を計測してから所定時間内に新たな無線ＬＡＮ通信の要求がない場合、制御部１１の
指示に従って、その動作状態を連続受信モードから間欠受信モードに変更する。
【００２４】
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　携帯電話通信部１３と無線ＬＡＮ通信部１４とは、図２に示すように、実質的に同一の
構成を有する。即ち、携帯電話通信部１３は、ホストＩＦ（Interface）１３１、ＲＦ（R
adio Frequency）送受信処理部１３２、変復調処理部１３３、ベースバンド処理部１３４
、クロック信号生成部１３５、ＣＰＵ１３６、メモリ１３７、アンテナ１３０、を備える
。同様に、無線ＬＡＮ通信部１４は、ホストＩＦ１４１、ＲＦ送受信処理部１４２、変復
調処理部１４３、ベースバンド処理部１４４、クロック信号生成部１４５、ＣＰＵ１４６
、メモリ１４７、アンテナ１４０、を備える。
【００２５】
　以下、理解を容易にするため、無線ＬＡＮ通信部１４を例に、各部を説明する。
　ホストＩＦ１４１は、ＣＰＵ１４６と制御部１１とを接続して、互いに通信可能にする
。
　ＲＦ送受信処理部１４２は、アンテナ１４０に接続されており、無線電波信号を受信又
は送信する。
　変復調処理部１４３は、例えば、受信信号に復調処理を施し、ベースバンド信号を再生
して出力する。また、ベースバンド信号に変調処理を施し、送信信号を出力する。
　ベースバンド処理部１４４は、再生したベースバンド信号内のデータを分離したり、分
離したデータをデコード処理するとともにアナログ変換して出力したりする。また、ベー
スバンド処理部１４４は、音声入出力部１８により収音されて出力されたデジタル音声信
号をエンコードして、ベースバンド信号を生成する。
【００２６】
　クロック信号生成部１４５は、動作クロック信号を生成して、各部に供給する。動作ク
ロック信号の周波数は、休止状態にあるときの方が、無線ＬＡＮ通信部１４が通信状態及
び待受状態にあるときよりも低い。
【００２７】
　ＣＰＵ１４６は、制御部１１からの指示又はメモリ１４７に格納された通信動作の制御
プログラムに従って、無線ＬＡＮ通信部１４の各構成要素の動作を制御する。
【００２８】
　メモリ１４７は、例えば、ＲＡＭ等の揮発性メモリから構成されており、制御部１１か
ら転送された通信動作の制御プログラム、無線ＬＡＮ通信部１４の各構成要素の動作を制
御する動作パラメータ、等を記憶する。メモリ１４７には、無線ＬＡＮ通信部１４が通信
を停止している休止状態においても、記憶動作を維持するために必要な電力が電源部１５
により供給されている。そのため、メモリ１４７は、休止状態への移行前に記憶していた
情報、例えば、初期化処理における実行結果を保持する。
【００２９】
　図１に示す電源部１５は、コントローラ１５１、レギュレータ１５２，バッテリ１５３
等から構成されており、制御部１１の指示に応じて、携帯電話装置１の各構成要素に電力
を供給する。例えば、電源部１５は、携帯電話通信部１３又は無線ＬＡＮ通信部１４が休
止状態にある場合、機能を維持する必要のない構成要素への電力供給を低減（例えば、電
圧を低下）又は停止する。そのため、携帯電話通信部１３又は無線ＬＡＮ通信部１４が休
止状態にあるときの待機用電力は、それらが待受状態にあるときの供給電力よりも少ない
。また、携帯電話装置１の電源がオフされている間でも、電源部１５は、制御部１１に待
機用の電力を供給し、メモリ１４７にバックアップ用の電力を供給する。
【００３０】
　入力部１６は、タッチパネルやキーボード、マウス、音声入力装置、等から構成されて
おり、電源ボタン１６１、アプリケーション起動ボタン１６２、アプリケーション終了ボ
タン１６３、を備える。
【００３１】
　電源ボタン１６１は、ユーザにより操作され、携帯電話装置１の電源のオン又はオフを
指示する。
【００３２】
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　アプリケーション起動ボタン１６２とアプリケーション終了ボタン１６３は、ユーザに
より操作され、携帯電話通信部１３又は無線ＬＡＮ通信部１４を使用するアプリケーショ
ンの起動と終了を指示する。携帯電話通信部１３又は無線ＬＡＮ通信部１４を使用するア
プリケーションとは、例えば、Ｗｅｂブラウザ、メール送受信を行うためのメーラ、コン
テンツ転送アプリ、音声通話アプリ、等である。なお、アプリケーションの起動トリガ及
び終了トリガは、例えば、タイマ部１１１による所定の時刻の経過、所定の場所への移動
、等であってもよい。
【００３３】
　表示部１７は、例えば、ドットマトリクスタイプのＬＣＤ（液晶表示）パネルとドライ
バ回路等から構成され、メール、ウェブ、基本操作画面、等の任意の画像を表示する。表
示部１７は、メイン画面・サブ画面等の複数の表示画面を備えていても構わない。
【００３４】
　音声入出力部１８は、通話時等に入力された音声信号を収集して電気信号に変換するマ
イク等の音声入力部、通話時等に復調された音声信号を出力するスピーカ等の音声出力部
、を備えている。
　バス１９は、各部間で相互にデータを伝送する。
【００３５】
　次に、図４乃至図１３を参照して、上記構成を有する携帯電話装置１の動作について説
明する。
　先ず、図４、図５、図８乃至１３を参照して、携帯電話装置１の電源を投入してから携
帯電話通信の待受状態となるまでの動作について説明する。
【００３６】
　電源ボタン１６１が操作され、携帯電話装置１の電源が投入されると、制御部１１は、
図４の電源オン操作処理を開始する。
　この電源オン操作処理において、制御部１１は、記憶部１２の通信方式記憶領域１２１
から通信方式情報を読み出し、通信方式情報の設定内容を判別する（図４，ステップＳ１
）。
【００３７】
　例えば、通信方式情報が「携帯電話通信を使用、無線ＬＡＮ通信を不使用」と設定され
ている場合、フローはステップＳ１１に進み、制御部１１は、電源部１５に指示し、携帯
電話通信部１３への電力供給を開始させる（ステップＳ１１）。具体的には、制御部１１
は、携帯電話通信に使用される、ホストＩＦ１３１、ＲＦ送受信処理部１３２、変復調処
理部１３３、ベースバンド処理部１３４、クロック信号生成部１３５、ＣＰＵ１３６、メ
モリ１３７、に電力を供給させる。
【００３８】
　次に、制御部１１は、携帯電話初期化処理を実行する（ステップＳ１２）。
　図８に示すように、携帯電話初期化処理において、制御部１１は、ＣＰＵ１３６を介し
て携帯電話装置１のデバイス検出を実行する（ステップＳ１２１）。
　次に、制御部１１は携帯電話通信部１３の各構成要素の動作パラメータを記憶部１２か
ら読み出し、ＣＰＵ１３６と協働して対応する各部に設定する（ステップＳ１２２）。
　更に、制御部１１は、ＣＰＵ１３６と協働して、記憶部１２に格納されていた制御用ソ
フトウェアをメモリ１３７に転送し、格納させる（ステップＳ１２３）。
　以上で携帯電話初期化処理（図４，ステップＳ１２）が終了する。
【００３９】
　次に、制御部１１は、携帯電話通信部１３に携帯電話待受移行処理を実行させ（ステッ
プＳ１３）、待受状態に移行させる。
【００４０】
　図９に示すように、携帯電話待受移行処理において、携帯電話通信部１３は、パイロッ
ト信号を受信することにより、基地局を捕捉する（ステップＳ１３１）。
　続いて、携帯電話通信部１３は、パイロット信号に含まれる同期チャネル内の同期信号
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への同期を取るための処理を実行する（ステップＳ１３２）。
　更に、携帯電話通信部１３は、携帯電話装置１の位置情報を、自己の通信する基地局が
有するデータベース（図示せず）に登録する（ステップＳ１３３）。
　以上で携帯電話待受移行処理（図４，ステップＳ１３）が終了する。
【００４１】
　次に、制御部１１は、通信方式情報が示す無線ＬＡＮ通信の使用の有無に関わらず、電
源部１５を制御して、無線ＬＡＮ通信部１４への電力の供給を開始させる（ステップＳ１
４）。具体的には、制御部１１は、無線ＬＡＮ通信に使用される、ホストＩＦ１４１、Ｒ
Ｆ送受信処理部１４２、変復調処理部１４３、ベースバンド処理部１４４、クロック信号
生成部１４５、ＣＰＵ１４６、メモリ１４７、に電力を供給させる。
【００４２】
　次に、制御部１１は、無線ＬＡＮ初期化処理を実行する（ステップＳ１５）。
　図１０に示すように、無線ＬＡＮ初期化処理において、制御部１１は、ＣＰＵ１４６と
協働して、携帯電話装置１のデバイス検出を実行する（ステップＳ１５１）。ここでいう
デバイス検出は、無線ＬＡＮ通信部１４がＰＣカード、ＣＦカード、ＵＳＢ（Universal 
Serial Bus）、ＳＤＩＯ（Secure Digital Input/Output）、等のインターフェースを介
して携帯電話装置１と接続されている場合に、制御部１１が無線ＬＡＮ通信部１４を検出
する処理も含む。
【００４３】
　次に、制御部１１は、無線ＬＡＮ通信部１４の各構成要素の動作パラメータや通信設定
情報を記憶部１２から読み出し、ＣＰＵ１４６と協働して、対応する各部に設定する（ス
テップＳ１５２）。なお、通信設定情報とは、例えば、無線ＬＡＮ通信で使用するチャネ
ル、無線ＬＡＮ種別（１１ａ／ｂ／ｇ／ｎ）、ＳＳＩＤ（Service Set Identifier）、暗
号化方式、認証方式、等を示す情報である。
【００４４】
　次に、制御部１１は、記憶部１２から無線ＬＡＮ通信部１４の制御用ソフトウェアを読
み出し、ＣＰＵ１４６と協働して、メモリ１４７に格納する（ステップＳ１５３）。
【００４５】
　なお、制御部１１は、無線ＬＡＮ通信部１４にアクセスポイントから送信されるビーコ
ン（Beacon）フレームを受信させ、ビーコンフレームに含まれる情報を記憶部１２やメモ
リ１４７に記憶させる処理を行う場合もある。
　以上で無線ＬＡＮ初期化処理（図４，ステップＳ１５）が終了する。
【００４６】
　続いて、制御部１１は、無線ＬＡＮ通信部１４に無線ＬＡＮ休止移行処理を実行させ（
ステップＳ１６）、休止状態へ移行させる。
【００４７】
　図１１に示すように、無線ＬＡＮ休止移行処理において、制御部１１は、電源部１５を
制御して、休止状態において機能を維持する必要のない各構成要素への電力供給を遮断又
は低減させる（ステップＳ１６１）。例えば、機能を維持する必要の無い構成要素への電
力の供給を完全に停止し、機能を維持する構成要素についても、電圧を低下する等して機
能を維持できる範囲で供給電力を低減する。なお、メモリ１４７には、その記憶を維持す
るための待機用電力を供給する。そのため、メモリ１４７は、無線ＬＡＮ初期化処理（図
４，ステップＳ１５）にて転送された制御用ソフトウェア、記憶部１２から読み出した通
信設定情報、等を継続して保持する。更に、メモリ１４７は、無線ＬＡＮ初期化処理にて
無線ＬＡＮ通信部１４がアクセスポイントからビーコンフレームを受信した場合、ビーコ
ンフレームに含まれる情報も継続して保持している。
【００４８】
　次に、制御部１１は、休止状態移行処理を実行する（ステップＳ１６２）。この休止状
態移行処理において、制御部１１は、ＣＰＵ１４６を介してクロック信号生成部１４５を
制御し、動作クロック信号の周波数を待受状態及び通信状態よりも低くする。これにより
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、無線ＬＡＮ通信部１４の消費電力を抑える。なお、無線ＬＡＮ通信部１４がＰＣカード
、ＣＦカード、ＵＳＢ、ＳＤＩＯ等のインターフェースを介して携帯電話装置１と接続さ
れている場合、制御部１１は、無線ＬＡＮ通信部１４が休止状態であっても接続を維持さ
せる。
　以上で無線ＬＡＮ休止移行処理（図４，ステップＳ１６）が終了する。
【００４９】
　以上の処理が完了することにより、携帯電話装置１は携帯電話通信のみによる待受状態
となる。
【００５０】
　次に、この携帯電話通信のみによる待受状態での処理を図５を参照して説明する。
　携帯電話通信のみによる待受状態において、制御部１１は、携帯電話通信が要求される
のを待機している（ステップＳ１７）。携帯電話通信が要求されると（ステップＳ１７；
Ｙｅｓ）、制御部１１は、携帯電話通信部１３による通常の携帯電話通信処理を実行する
（ステップＳ１８）。
【００５１】
　一方、携帯電話通信が要求されなければ（ステップＳ１７；Ｎｏ）、制御部１１は、無
線ＬＡＮ通信の使用要求があるか否か、即ち、無線ＬＡＮ通信を使用するアプリケーショ
ンが起動されたか否かを判別する（ステップＳ１９）。
【００５２】
　無線ＬＡＮ通信を使用するアプリケーションが起動されたと判別すると（ステップＳ１
９；Ｙｅｓ）、制御部１１は、記憶部１２内の通信方式記憶領域１２１に「無線ＬＡＮ通
信を使用する」ことを示す通信方式情報を書き込む。
　制御部１１は、さらに、無線ＬＡＮ休止解除処理を実行する（ステップＳ２０）。なお
、「休止解除」とは、無線ＬＡＮ通信部１４を休止状態に移行させる前（無線ＬＡＮ休止
移行処理（図４，ステップＳ１６）の実行前）の状態に戻すことである。
【００５３】
　具体的には、図１２に示すように、制御部１１は、電源部１５に、電力の供給を遮断又
は低減（例えば、電圧を低下）していた各構成要素に動作用の電力の供給を再開させる（
ステップＳ２０１）。また、ＣＰＵ１４６を介してクロック信号生成部１４５に、動作ク
ロック信号の周波数を休止状態よりも高い周波数（待受状態、通信状態における周波数）
に切り換えさせる（ステップＳ２０２）。これにより、無線ＬＡＮ休止解除処理（図５，
ステップＳ２０）が終了する。
【００５４】
　続いて、制御部１１は、ＣＰＵ１４６に無線ＬＡＮ待受移行処理を実行させ（ステップ
Ｓ２１）、無線ＬＡＮ通信部１４を待受状態（間欠受信モード）に移行させる。具体的に
は、図１３に示すように、無線ＬＡＮ通信部１４はアクセスポイントの捕捉処理を実行す
る（ステップＳ２１１）。アクセスポイントの捕捉処理は、例えば、無線ＬＡＮ通信部１
４が、アクセスポイントから送信されるビーコンフレームを受信することにより完了する
。また、例えば、無線ＬＡＮ通信部１４が、プローブ（Probe）要求フレームを送信して
アクセスポイントからのプローブ応答フレームを受信することにより完了する。
【００５５】
　次に、制御部１１は、ＣＰＵ１４６に、アクセスポイントへの帰属処理を実行させる（
ステップＳ２１２）。帰属処理は、無線ＬＡＮ通信部１４が、アクセスポイントに帰属（
Association）要求フレームを送信して、アクセスポイントから帰属応答フレームを受信
することにより完了する。
【００５６】
　更に、制御部１１は、ＣＰＵ１４６に、アクセスポイントにより認証されるための認証
処理を実行させる（ステップＳ２１３）。認証処理では、オープン認証、共有鍵認証、Ｉ
ＥＥＥ８０２．１ｘ認証、等の認証方式の内でアクセスポイントにより認証されるために
必要な認証方式に従って、処理を実行する。その他、必要に応じてＩＰアドレスの取得処
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理等も実行する。
【００５７】
　続いて、制御部１１は、ＣＰＵ１４６に指示して、無線ＬＡＮ通信部１４を、図１４（
ｃ）に示すように間欠受信間隔Ｔ毎に受信状態となる間欠受信モードとする（図１３，ス
テップＳ２１４）。なお、無線ＬＡＮ待受移行処理後に移行する待受状態は、連続受信モ
ード（Activeモード）でもよい。しかし、消費電力を抑制する観点からは、間欠受信モー
ドとすることが望ましい。
　以上で、無線ＬＡＮ待受移行処理（図５，ステップＳ２１）が終了する。
【００５８】
　間欠受信モードに移行すると、制御部１１は、無線ＬＡＮ通信が要求されたか否かを判
別する（ステップＳ２２）。無線ＬＡＮ通信が要求される場合とは、例えば、制御部１１
の実行するアプリケーションが無線ＬＡＮ通信部１４にデータの送信を要求した場合、無
線ＬＡＮ通信部１４宛のデータが存在することを示すビーコンフレームを無線通信部１４
がアクセスポイントから受信した場合、等である。
【００５９】
　無線ＬＡＮ通信が要求されると（ステップＳ２２；Ｙｅｓ）、制御部１１は、無線ＬＡ
Ｎ通信部１４に連続受信モードを指示する。無線ＬＡＮ通信部１４は、制御部１１の指示
に従って、その動作状態を間欠受信モードから連続受信モードに変更する（ステップＳ２
３）。このとき、無線ＬＡＮ通信部１４は、アクセスポイントに間欠受信動作から連続受
信動作に変更することを通知する。そのために、無線ＬＡＮ通信部１４は、パワーマネジ
メント（Power Management）ビットを０に設定したフレームをアクセスポイントに送信し
てから、連続受信モードへと移行する。
【００６０】
　連続受信モード（通信状態）へ移行すると、無線ＬＡＮ通信部１４は、無線ＬＡＮによ
る通信を行う（ステップＳ２４）。なお、連続受信モードでは、無線ＬＡＮ通信部１４が
ＰＳ－Ｐｏｌｌフレームをアクセスポイントに送信する必要がない。これにより、余計な
待ち時間が発生せず、高速なデータ送受信が可能である。
【００６１】
　制御部１１は、無線ＬＡＮ通信部１４がステップＳ２４の通信処理を開始し実行すると
、通信処理が終了したか否かを判別する（ステップＳ２５）。制御部１１は、例えば、無
線ＬＡＮ通信部１４が、送信したデータフレームに対してアクセスポイントが送信したＡ
ｃｋフレームを受信した場合、又は、アクセスポイントから受信したデータフレームにＡ
ｃｋフレームを送信した場合に、通信が終了したと判別する。また、ＴＣＰ／ＩＰなどの
上位プロトコルや上位アプリケーションで一連のデータ通信が終了した場合に、通信が終
了したと判別してもよい。さらに、無線ＬＡＮ通信部１４が通信を行っていない時間をタ
イマ部１１１により計時して、所定時間を経過した場合に通信が終了したと判別してもよ
い。
【００６２】
　通信が終了していないと判別した場合（ステップＳ２５；Ｎｏ）、制御部１１は、無線
ＬＡＮ通信部１４に通信処理（ステップＳ２４）を継続させる。終了していれば（ステッ
プＳ２５；Ｙｅｓ）、制御部１１は、タイマ部１１１を起動して所定時間を計測し、所定
時間内に新たな無線ＬＡＮ通信が要求されたか否かを判別する（ステップＳ２６）。要求
されれば（ステップＳ２６；Ｙｅｓ）、無線ＬＡＮ通信部１４は、新たな通信要求に応答
して、連続受信モードでの通信を行う。
【００６３】
　新たな無線ＬＡＮ通信が要求されていなければ（ステップＳ２６；Ｎｏ）、制御部１１
は、無線ＬＡＮ通信部１４に間欠受信モードを指示する。無線ＬＡＮ通信部１４は、制御
部１１の指示に従って、その動作状態を連続受信モードから間欠受信モードに変更する（
ステップＳ２７）。このとき、無線ＬＡＮ通信部１４は、アクセスポイントに連続受信動
作から間欠受信動作に変更することを通知する。そのために、無線ＬＡＮ通信部１４は、
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パワーマネジメント（Power Management）ビットを１に設定したフレームをアクセスポイ
ントに送信してから、間欠受信モードへと移行する。
　その後、ステップＳ２２にて通信要求を待機する。
【００６４】
　一方、待受状態において無線ＬＡＮ通信が要求されなければ（ステップＳ２２；Ｎｏ）
、制御部１１は、無線ＬＡＮ通信の使用の終了（無線ＬＡＮ通信を使用するアプリケーシ
ョンの終了）の要求の有無を判別する（ステップＳ２８）。制御部１１は、アプリケーシ
ョン終了ボタン１６３がユーザにより操作されると、終了が指示されたと判別する。終了
要求が無ければ（ステップＳ２８；Ｎｏ）、処理をステップＳ２２に戻す。
【００６５】
　無線ＬＡＮ通信の使用の終了が要求されたと判別した場合（ステップＳ２８；Ｙｅｓ）
、制御部１１は、通信方式記憶領域１２１に記憶されている通信方式情報に「無線ＬＡＮ
通信を使用しない」ことを書き込む。その後、制御部１１は、処理を図４のステップＳ１
６に移す。なお、ステップＳ２２～Ｓ２７において無線ＬＡＮ通信を使用するアプリケー
ションの終了が要求された場合にも、制御部１１は、通信方式情報に「無線ＬＡＮ通信を
使用しない」ことを書き込んで、図４のステップＳ１６に処理を移す。以後、上述の動作
が繰り返される。
【００６６】
　一方、携帯電話装置１の電源を投入後、図４のステップＳ１で、通信方式記憶領域１２
１に記憶されている通信方式情報が、「携帯電話通信を不使用、無線ＬＡＮ通信を使用」
であると判別した場合、フローはステップＳ３１に進む。
【００６７】
　この場合、制御部１１は、無線ＬＡＮ通信部１４へ電力を電源部１５に供給させ（ステ
ップＳ３１）、続いて、無線ＬＡＮ通信部１４を初期化する（ステップＳ３２）。この無
線ＬＡＮ初期化処理は、図１０を参照して上述した処理と同一である。
【００６８】
　次に、制御部１１は、無線ＬＡＮ待受移行処理を実行する（ステップＳ３３）。この処
理は、図１３を参照して上述した処理と同一である。
【００６９】
　次に、制御部１１は、通信方式情報の内容に関わらず、電源部１５に携帯電話通信部１
３に電力を供給させる（ステップＳ３４）。
【００７０】
　次に、制御部１１は、携帯電話初期化処理を実行する（ステップＳ３５）。この処理は
、図８を参照して上述した処理と同一である。
【００７１】
　続いて、制御部１１は、携帯電話通信部１３に携帯電話休止移行処理を実行させる（ス
テップＳ３６）。この処理は、機能を維持する必要が無い部分への電力供給を停止又は低
減（例えば、電圧を低下）する一方で接続関係等を維持する処理である。
　以上の処理により、携帯電話装置１は無線ＬＡＮ通信のみによる待受状態となる。
【００７２】
　この無線ＬＡＮ通信のみによる待受状態で、図６に示すように、制御部１１は、無線Ｌ
ＡＮ通信が要求されたか否かを判別する（ステップＳ３７）。
　無線ＬＡＮ通信が要求されると（ステップＳ３７；Ｙｅｓ）、図５のステップＳ２３～
Ｓ２７と同様に、無線ＬＡＮ通信部１４を連続受信モードとし（ステップＳ３８）、無線
ＬＡＮ通信部１４による通信を行い（ステップＳ３９）、通信の終了を判別し（ステップ
Ｓ４０）、新たな無線ＬＡＮ通信の要求の有無を判別し（ステップＳ４１）、間欠受信モ
ードに設定して待受状態に復帰する（ステップＳ４２）、という処理を実行する。
【００７３】
　一方、待受状態において無線ＬＡＮ通信が要求されなければ（ステップＳ３７；Ｎｏ）
、携帯電話通信の使用要求（携帯電話通信を使用するアプリケーションの起動要求）の有
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無を判別する（ステップＳ４３）。要求がなければ（ステップＳ４３；Ｎｏ）、処理をス
テップＳ３７に戻して、無線ＬＡＮ通信の要求を待機する。
【００７４】
　携帯電話通信を使用するアプリケーションの起動が要求されたと判別した場合（ステッ
プＳ４３；Ｙｅｓ）、制御部１１は、通信方式情報に「携帯電話通信を使用する」ことを
書き込み、携帯電話休止解除処理を実行する（ステップＳ４４）。なお、「休止解除」と
は、例えば、電力の供給を遮断又は低減（例えば、電圧を低下）していた各構成要素に動
作用の電力の供給を再開させ、また、クロック信号生成部１３５に、動作クロック信号の
周波数を休止状態よりも高い周波数（待受状態、通信状態における周波数）に切り換えさ
せることを意味する。
【００７５】
　続いて、携帯電話通信部１３に、図９を参照して前述した携帯電話待受移行処理を実行
させ（ステップＳ４５）、待受状態に移行させる。
　続いて、制御部１１は、携帯電話通信が要求されたか否かを判別し（ステップＳ４６）
、要求されると（ステップＳ４６；Ｙｅｓ）、携帯電話通信部１３による通常の携帯電話
通信処理を行う（ステップＳ４７）。
【００７６】
　一方、待受状態において携帯電話通信が要求されなければ（ステップＳ４６；Ｎｏ）、
制御部１１は、携帯電話通信の使用終了（携帯電話通信を使用するアプリケーションの終
了）の要求の有無を判別し（ステップＳ４８）、無ければ、ステップＳ４６に戻り、有れ
ば、通信方式記憶領域１２１に格納されている通信方式情報に「携帯電話通信を使用しな
い」ことを書き込み、処理を図４のステップＳ３６に移す。以後、上述の動作が繰り返さ
れる。
【００７７】
　また、携帯電話装置１の電源投入後、図４のステップＳ１で、通信方式記憶領域１２１
に記憶されている通信方式情報が、「携帯電話通信を使用且つ無線ＬＡＮ通信を使用」で
あると判別した場合、フローはステップＳ５１に進み、電力の供給（ステップＳ５１）、
初期化処理（ステップＳ５２）、待受移行処理（ステップＳ５３）を実行して、携帯電話
通信部１３を待受状態に設定する。続いて、制御部１１は、電力の供給（ステップＳ５４
）、初期化処理（ステップＳ５５）、待受移行処理（ステップＳ５６）を実行して、無線
ＬＡＮ通信部１４を待受状態に設定する（ステップＳ５４～Ｓ５６）。なお、ステップＳ
５２，Ｓ５３，Ｓ５５，Ｓ５６の処理は、基本的に、図８，図９，図１０，図１３を参照
して説明した各処理と同様である。
【００７８】
　以後、携帯電話通信及び無線ＬＡＮ通信の双方による待受状態に入り、図７に示すよう
に、携帯電話通信の処理（ステップＳ５７；Ｙｅｓ、ステップＳ５８）、無線ＬＡＮ通信
の処理（ステップＳ５９；Ｙｅｓ、ステップＳ６０～６４）、を実行する。
【００７９】
　なお、図７の処理においても、無線ＬＡＮ通信部１４は、パワーマネジメント（Power 
Management）ビットを０に設定したフレームをアクセスポイントに送信し、アクセスポイ
ントに間欠受信動作から連続受信動作に変更することを通知してから連続受信モードに移
行する（ステップＳ６０）。また、無線ＬＡＮ通信部１４は、パワーマネジメント（Powe
r Management）ビットを１に設定したフレームをアクセスポイントに送信し、アクセスポ
イントに連続受信動作から間欠受信動作に変更することを通知してから間欠受信モードに
移行する（ステップＳ６４）。
【００８０】
　以上説明したように、実施形態１によれば、その時点では使用しない通信部（携帯電話
通信部１３及び無線ＬＡＮ通信部１４）を、予め初期化して休止状態に移行させておく。
このため、使用されていない構成要素への電力の供給を抑えて、消費電力を抑えることが
できる。
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【００８１】
　また、休止中の通信部を使用する際には、休止状態を解除するだけでよく、改めて初期
化及び待受移行処理を行う必要がない。このため、停止している通信部を起動する場合に
比較して、短時間で、各通信部を待受状態に切り換えることができ、迅速に通信が可能と
なる。
【００８２】
　無線ＬＡＮ通信部１４は、待受状態で、間欠受信を行うので、消費電力を抑えることが
できる。また、無線ＬＡＮ通信部１４は、データ送受信が要求されたときに、間欠受信モ
ードから連続受信モードに移行する。連続受信モードでは、消費電力を抑えることができ
ないが、高速なデータ送受信が可能である。
【００８３】
（変形例）
　上記実施の形態においては、図４を参照して説明したように、先に初期化した方の通信
部を待受状態に維持した状態で、次の通信部を初期化している。具体的に説明すると、ス
テップＳ１５、Ｓ５５で、携帯電話通信部１３を待受状態に維持した状態で、無線ＬＡＮ
通信部１４を初期化し、あるいは、ステップＳ３５で、無線ＬＡＮ通信部１４を待受状態
に維持した状態で、携帯電話通信部１３を初期化している。
【００８４】
　このため、制御部１１の処理負担が大きく、また消費電力も大きくなる。このため、バ
ッテリ残量が少ない場合等に、不具合が発生する虞がある。また、一方の通信部で通信を
行っている間に他方の通信部を初期化する場合に、特に負担が大きくなる。
【００８５】
　この問題を避けるためには、先に初期化した通信部を一旦無効化する等してその通信を
禁止して消費電力及び処理負荷を抑えた上で、次の通信部を初期化すればよい。
【００８６】
　以下、無効化処理を行う場合の携帯電話装置１の動作について図１５を参照して説明す
る。
　携帯電話装置１の電源投入後、ステップＳ１で、制御部１１が、通信方式情報が「携帯
電話通信を使用、無線ＬＡＮ通信を不使用」であると判別した場合、処理は、ステップＳ
１１に進み、携帯電話通信部１３に電力の供給を開始し（ステップＳ１１）、携帯電話通
信部１３を初期化し（ステップＳ１２）、携帯電話通信部１３を待受状態とする（ステッ
プＳ１３）。
【００８７】
　続いて、制御部１１は、携帯電話通信部１３に、携帯電話通信を一旦無効化するよう指
示を与える（ステップＶ１１）。携帯電話通信部１３のＣＰＵ１３６は、この指示に応答
して、携帯電話通信による音声通信／データ通信の発着信処理、ＳＭＳ（Short Message 
Service）の送受信処理、ハンドオーバ処理、等の実行を禁止して無効化する処理を実行
し、無効状態となる。携帯電話通信部１３は、ただし、設定パラメータの破棄などは行わ
ず、必要に応じて待受状態に復帰できる態勢を維持する。
【００８８】
　続いて、制御部１１は、携帯電話通信部１３を無効状態に維持しつつ、無線ＬＡＮ通信
部１４に電力を供給し（ステップＳ１４）、初期化し（ステップＳ１５）、休止させる（
ステップＳ１６）。
【００８９】
　続いて、制御部１１は、携帯電話通信部１３を有効化する指示を携帯電話通信部１３に
送る（ステップＶ１２）。携帯電話通信部１３のＣＰＵ１３６は、指示に従って、発着信
処理、ハンドオーバ処理等を実行可能な状態とし、待受状態に復帰する。
【００９０】
　以後、図５の処理に移る。図５の処理で、無線ＬＡＮ通信の使用が終了した場合（ステ
ップＳ２８；Ｙｅｓ）、無線ＬＡＮ通信部１４を休止させ（図１５，ステップＶ１３）、
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図５の先頭ステップ（ステップＳ１７）に戻る。
【００９１】
　また、図１５のステップＳ１で、通信方式情報が「携帯電話通信を不使用、無線ＬＡＮ
通信を使用」と判別された場合、無線ＬＡＮ通信部１４を待受状態に一旦設定し（ステッ
プＳ３１～Ｓ３３）、続いて、無線ＬＡＮ通信部１４を一旦無効化し（ステップＶ３１）
、無線ＬＡＮ通信部１４を無効状態に維持しつつ、携帯電話通信部１３を初期化し、休止
させる（ステップＳ３４～Ｓ３６）。続いて、無線ＬＡＮ通信部１４を再度有効化し（ス
テップＶ３２）、以後、図６の処理に移り、図６の処理で、携帯電話通信を使用するアプ
リケーションが終了した場合（ステップＳ４８；Ｙｅｓ）、携帯電話通信部１３を休止さ
せ（図１５，ステップＶ３３）、図６の先頭ステップ（ステップＳ３７）に戻る。
【００９２】
　また、図１５のステップＳ１で、通信方式情報が「携帯電話通信を使用、無線ＬＡＮ通
信を使用」と設定されていると判別した場合、処理は、ステップＳ５１に進み、携帯電話
通信部１３に電力を供給し（ステップＳ５１）、初期化し（ステップＳ５２）、待受状態
に設定する（ステップＳ５３）。続いて、携帯電話通信部１３を一旦無効化し（ステップ
Ｖ５１）、携帯電話通信部１３を無効状態に維持しつつ、無線ＬＡＮ通信部１４に電力を
供給し（ステップＳ５４）、初期化し（ステップＳ５５）、待受状態とする（ステップＳ
５６）。続いて、携帯電話通信部１３を再度有効化し（ステップＶ５２）、以後、図７の
処理に移る。
【００９３】
　この変形例によれば、一方の通信部を無効状態とした後で、他方の通信部を初期化する
ので、制御部１１の処理負担及び電源部１５の負担が小さくてすむ。
　なお、携帯電話通信部１３又は無線ＬＡＮ通信部１４を一旦無効化する例を示したが、
無効化に限らず、一方の通信部の通信を禁止して制御部１１の処理負担と消費電力を抑え
た状態で、他方の通信部を初期化する等してもよい。
【００９４】
（実施形態２）
　上記実施形態１においては、図５～７を参照して説明したように、待受状態にある無線
ＬＡＮ通信部１４に通信要求がされた場合に、その動作状態を間欠受信動作から連続受信
動作に変更させている。
【００９５】
　連続受信動作では、無線ＬＡＮ通信部１４が常時オンしており、その消費電力が大きく
なってしまう。消費電力をより抑えるためには、待受時のみならず通信時においても、無
線ＬＡＮ通信部１４に間欠的に受信させるようにすればよい。
【００９６】
　以下、このような間欠受信処理を行う携帯電話装置１について図１６、１７（ａ）～（
ｃ）を参照して説明する。以下の例は、無線ＬＡＮ通信部１４の待受状態と通信状態とで
間欠受信の間隔を切り換える例である。
【００９７】
　本実施形態の携帯電話装置１の基本構成は図１に示す構成と同一である。ただし、記憶
部１２の間欠受信間隔記憶領域１２２には、予め定められた異なる値を有する２つの間欠
受信間隔Ｔ１、Ｔ２が記憶されている。間欠受信間隔Ｔ１、Ｔ２は、Ｔ１＞Ｔ２の関係に
ある。
【００９８】
　無線ＬＡＮ通信部１４は、省電力間欠受信モードと通常間欠受信モードとを備える。無
線ＬＡＮ通信部１４は、図１７（ｂ）に示すように、省電力間欠受信モードにおいては、
周期Ｔ１で、一定周期（ビーコン間隔）で送信されるビーコンフレームを間欠的に受信す
る。無線ＬＡＮ通信部１４は、図１７（ｃ）に示すように、通常間欠受信モードにおいて
は、周期Ｔ２で、間欠的にビーコンフレームを受信する。なお、実施形態２では、省電力
間欠受信モードにおいては受信するビーコンの間隔を示すパラメータ（Listen Interval
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）は１０、通常間欠受信モードにおいては受信するビーコンの間隔を示すパラメータ（Li
sten Interval）は５、であるものとする。
【００９９】
　次に、図４と図１６を参照して、実施形態２の携帯電話装置１が無線ＬＡＮ通信を開始
してから終了するまでの動作について説明する。なお、図１６の処理の起動時に、無線Ｌ
ＡＮ通信を使用するアプリケーションは起動されていないものとする。
【０１００】
　携帯電話装置１の電源投入後、図４に示すステップＳ１で、制御部１１が、通信方式記
憶領域１２１に記憶されている通信方式情報が、「携帯電話通信を使用且つ無線ＬＡＮ通
信を使用」であると判別した場合、フローはステップＳ５１～Ｓ５５に進む。続いて、無
線ＬＡＮ待受移行処理を実行する。ここで、制御部１１は、記憶部１２の間欠受信間隔記
憶領域１２２に格納されている間欠受信間隔Ｔ１に従って、無線ＬＡＮ通信部１４に周期
Ｔ１での間欠受信動作を行うモード、即ち、電力消費を抑制するため省電力間欠受信モー
ドの待受状態となる。
【０１０１】
　この待受状態において、制御部１１は、携帯電話通信が要求されているか否かを判別し
（図１６，ステップＳ７１）、携帯電話通信が要求されていると判別すると（ステップＳ
７１；Ｙｅｓ）、携帯電話通信部１３による通常の携帯電話通信処理を実行する（ステッ
プＳ７２）。要求がなければ、制御部１１は、無線ＬＡＮを使用するアプリケーションの
起動の有無を判別する（ステップＳ７３）。無ければ（ステップＳ７３；Ｎｏ）、その後
、ステップＳ７１にて携帯電話の通信要求を待機する。
【０１０２】
　有れば（ステップＳ７３；Ｙｅｓ）、制御部１１は、無線ＬＡＮ通信部１４を、間欠受
信間隔Ｔ２でビーコンフレームを受信できるよう、通常間欠受信モードに設定する（ステ
ップＳ７４）。これにより、無線ＬＡＮ通信部１４は、通常間欠受信モードで他装置との
通信を実行する（ステップＳ７５）。制御部１１は、無線ＬＡＮ通信部１４による通信が
終了したか否かを判別する（ステップＳ７６）。終了していなければ（ステップＳ７６；
Ｎｏ）、制御部１１は、無線ＬＡＮ通信部１４に、ステップＳ７５における無線ＬＡＮ通
信を継続させる。
【０１０３】
　通信が終了していれば（ステップＳ７６；Ｙｅｓ）、制御部１１は、無線ＬＡＮ通信部
１４を使用するアプリケーションが終了されたか否かを判別する（ステップＳ７７）。終
了されれば（ステップＳ７７；Ｙｅｓ）、制御部１１は、無線ＬＡＮ通信部１４が間欠受
信間隔Ｔ１でビーコンフレームを受信するように、省電力間欠受信モードに設定する（ス
テップＳ７９）。
【０１０４】
　無線ＬＡＮ通信部１４を使用するアプリケーションが終了されなければ（ステップＳ７
７；Ｎｏ）、制御部１１は、無線ＬＡＮ通信の要求の有無を判別する（ステップＳ７８）
。要求があれば（ステップＳ７８；Ｙｅｓ）、無線ＬＡＮ通信部１４は、通信要求に応答
して通常間欠受信モードでの通信を行う（ステップＳ７５）。通信要求がなければ（ステ
ップＳ７８；Ｎｏ）、制御部１１は、アプリケーションが終了されるのを待機する。
【０１０５】
　以上説明したように、実施形態２によれば、無線ＬＡＮ通信部１４は通信状態にあって
も、間欠受信動作を行う。従って、他の条件が同一であれば、実施形態１の無線ＬＡＮ通
信部１４と比較して、その消費電力を抑えることができる。さらに、待受状態にあるとき
の間欠受信間隔Ｔ１を、通信状態にあるときの間欠受信間隔Ｔ２よりも大きく設定してい
るので、待受時の消費電力をより低減することができる。
【０１０６】
　なお、この発明は、上記実施形態に限定されず、種々の変形及び応用が可能である。
【０１０７】
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　携帯電話通信部１３、無線ＬＡＮ通信部１４の無線通信方式は、携帯電話通信、無線Ｌ
ＡＮ通信に限られることなく、例えば、ＷｉＭＡＸ（Worldwide Interoperability for M
icrowave Access）、Bluetooth（登録商標）、ＵＷＢ（Ultra Wide Band）、等を処理す
る無線通信部であっても、本発明は適用可能である。
【０１０８】
　また、携帯電話装置１が備える異なる種類の無線通信を行う無線通信部の数は２つに限
られることなく、３つ以上の無線通信部を備えていてもよい。このとき、通信方式記憶領
域１２１の通信方式情報には、携帯電話装置１が備える無線通信部（各無線通信部の通信
方式）と、各無線通信部の使用の有無と、を対応付けて記憶させておけばよい。例えば、
「ＷｉＭＡＸ通信と携帯電話通信とを使用、無線ＬＡＮ通信を不使用」、「全ての無線通
信方式を使用」、等を示す情報を記憶させるようにすればよい。
【０１０９】
　上記実施形態では、使用する通信方式を通信方式記憶領域１２１に記憶された制御情報
（通信方式情報）により設定したが、この構成に限らず、他の外部メモリの記憶データで
設定するようにしてもよい。また、ユーザが編集できるようにしてもよい。
【０１１０】
　上記実施の形態においては、理解を容易にするため、制御部１１が中心となって携帯電
話通信部１３と無線ＬＡＮ通信部１４の初期化処理、待受移行処理等を行うように説明し
た。実質的に同一の機能を実現できるならば、この手法に限られない。例えば、制御部１
１がＣＰＵ１３６，１４６に各処理の開始の指示を与え、ＣＰＵ１３６，１４６が各処理
を実行するようにしてもよい。
【０１１１】
　実施形態１の間欠受信間隔Ｔ、及び、実施形態２の間欠受信間隔Ｔ１、Ｔ２を、入力部
１６を介してユーザが変更可能としてもよい。この場合、制御部１１は、入力部１６の操
作に応答して、記憶部１２の間欠受信間隔記憶領域１２２に記憶されている間欠受信間隔
を更新する。これにより、ユーザは電波受信状況や無線通信の利用頻度に応じて、任意の
間隔で間欠受信動作を実行させることができる。
【０１１２】
　上記実施の形態では、例えば、図４に示すように、一の通信部の初期化と他の通信部の
初期化とを順番に行ったが、並列的に実行してもよい。
【０１１３】
　上記実施の形態では、携帯電話装置を例にこの発明を説明したが、本発明は、これに限
定されず、異なる種類で無線通信を行うことができる装置、特に携帯型電子装置ならば、
コンピュータ、ＰＤＡ（Personal Digital Assistance)，ナビゲーション、時計、音楽再
生装置、等でもよい。
【０１１４】
　本発明に係る携帯型電子装置は、専用のシステムによらず、通常のコンピュータシステ
ムを用いて実現可能である。例えば、上述の動作を実行するためのプログラムを、コンピ
ュータシステムが読取可能な記録媒体（フレキシブルディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ－
ＲＯＭ等）に格納して配布し、当該プログラムをコンピュータシステムにインストールす
ることにより、上述の処理を実行する携帯型電子装置を構成してもよい。
　また、インターネット等の通信ネットワーク上のサーバ装置が有するストレージに当該
プログラムを格納しておき、通常のコンピュータシステムがダウンロード等することで携
帯型電子装置を構成してもよい。
【０１１５】
　また、上述の機能を、ＯＳ（Operating System）とアプリケーションとの分担、または
ＯＳとアプリケーションとの協働により実現する場合などには、アプリケーション部分の
みを記録媒体やストレージに格納してもよい。
【０１１６】
　また、搬送波にプログラムを重畳し、通信ネットワークを介して配信することも可能で
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ムを掲示し、ネットワークを介して前記プログラムを配信してもよい。そして、このプロ
グラムを起動し、ＯＳの制御下で、他のアプリケーションプログラムと同様に実行するこ
とにより、上述の処理を実行できるように構成してもよい。
【図面の簡単な説明】
【０１１７】
【図１】本発明の実施形態に係る携帯電話装置の回路構成を示すブロック図である。
【図２】携帯電話通信部、無線ＬＡＮ通信部、の回路構成を示すブロック図である。
【図３】複数の無線通信部と、各無線通信部の通信方式と、使用状態と、を対応付ける通
信方式情報の例を示す図である。
【図４】携帯電話装置の全体的な処理を示すフローチャートである。
【図５】電源投入後、携帯電話通信のみの待受状態にあるときの処理を示す、図４に続く
フローチャートである。
【図６】電源投入後、無線ＬＡＮ通信のみの待受状態にあるときの処理を示す、図４に続
くフローチャートである。
【図７】電源投入後、携帯電話通信及び無線ＬＡＮ通信の双方の待受状態にあるときの処
理を示す、図４に続くフローチャートである。
【図８】携帯電話初期化処理を示すフローチャートである。
【図９】携帯電話待受移行処理を示すフローチャートである。
【図１０】無線ＬＡＮ初期化処理を示すフローチャートである。
【図１１】無線ＬＡＮ休止移行処理を示すフローチャートである。
【図１２】無線ＬＡＮ休止解除処理を示すフローチャートである。
【図１３】無線ＬＡＮ待受移行処理を示すフローチャートである。
【図１４】（ａ）は、アクセスポイントからビーコンフレームが送信されるタイミングを
示す図である。（ｂ）は、実施形態１の連続受信モードにおける連続受信動作を示す図で
ある。（ｃ）は、実施形態１の間欠受信モードにおける間欠受信動作を示す図である。
【図１５】携帯電話装置の全体的な処理の変形例を示すフローチャートである。
【図１６】本発明の実施形態２に係る処理を示すフローチャートである。
【図１７】（ａ）は、アクセスポイントからビーコンフレームが送信されるタイミングを
示す図である。（ｂ）は、実施形態２の省電力間欠受信モードにおける間欠受信動作を示
す図である。（ｃ）は、実施形態２の通常間欠受信モードにおける間欠受信動作を示す図
である。
【符号の説明】
【０１１８】
　１…携帯電話装置、１１…制御部、１１１…タイマ部、１２…記憶部、１２１…通信方
式記憶領域、１２２…間欠受信間隔記憶領域、１３…携帯電話通信部、１４…無線ＬＡＮ
通信部、１５…電源部、１５１…コントローラ、１５２…レギュレータ、１５３…バッテ
リ、１６…入力部、１６１…電源ボタン、１６２…アプリケーション起動ボタン、１６３
…アプリケーション終了ボタン、１７…表示部、１８…音声入出力部、１９…バス
　１３１，１４１…ホストＩＦ、１３２，１４２…ＲＦ送受信処理部、１３３，１４３…
変復調処理部、１３４，１４４…ベースバンド処理部、１３５，１４５…クロック信号生
成部、１３６，１４６…ＣＰＵ、１３７，１４７…メモリ、１３０，１４０…アンテナ
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